
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■制度のしくみ 

 ■加入対象者＜組合員本人＞ 
西日本旅客鉄道労働組合の組合員で申込書記載の告知内容に該当し、202１年 8 月 1 日現在満 17 歳 6 ヵ月を超え、 

満 65 歳 6 ヵ月までの方 

＊組合員でなくなった場合、新規加入・増額はお取り扱いできません。（配偶者・こども含む）現在の加入内容の継続・脱退のお取り扱いはできます。 

＊組合員有資格者が西日本旅客鉄道労働組合を脱退した場合、継続のお取り扱いはできません。 

 

＜継続加入の取扱い＞ 
一旦加入すれば以後の更新時に病気であっても前年度と同じ保険金額以内で継続できます。更新の際に、保険金額・受取人等の変更の申し出
がない場合は、従前どおりのご加入内容で継続となります。ただし、保険料は毎年の加入状況・年齢により算出し変更します。 

 

ＪＲ西労組の組合員同士の助け合いの共済制度として無理・無駄のない掛金で運営しています。 

 

 ■加入例 18～35歳の組合員が月額 8万円コース（E+E）に加入の場合 

 

 ■制度の主旨 


